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　平成 30 年（2018 年）は、明治元年（1868 年）か

ら起算して満 150 年に当たります。政府では、内閣

官房副長官を議長とする「「明治 150 年」関連施策各

府省連絡会議」を設け、①「明治以降の歩みを次世

代に遺す施策」、②「明治の精神に学び、さらに飛躍

する国へ向けた施策」、③「明治 150 年に向けた機運

を高めていく施策」の３つを柱として、政府一体と

なって「明治 150 年」関連施策を推進しているとこ

ろです。

　国だけでなく、地方公共団体や民間も含めて、日

本各地で、「明治 150 年」に関連する多様な取組が推

進されるよう、ロゴマークの使用促進や広報などを

通じて、「明治 150 年」に向けた機運の醸成を図って

います。

　詳しくは以下のホームページをご覧ください。

　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/

portal/

「明治150年関連施策」について

　以前、林業の仕事に従事されたことがあり、その

当時、林退共制度に加入していた、もしくは加入し

ていたかもしれない方で、退職金請求手続きをした

お心当たりのない方は、退職金をまだ受け取ってい

ない可能性があります。

　林業の仕事をしていた当時の加入の有無について

も当方で確認を行いますので、お気軽に最寄の支部

又は本部へお問い合わせ下さいますようお願いいた

します。

◎問い合わせ先

　独立行政法人勤労者退職金共済機構

　林業退職金共済事業本部

　〒 170-8055　

　東京都豊島区東池袋 1-24-1　ニッセイ池袋ビル

　☎ 03-6731-2887　FAX 03-6731-2890

　・詳しくはホームページでもご案内しております。

　http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp

　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来

の生活設計について考えてみませんか。

　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでも

ご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受

給見込額について、ご自身の年金記録を基に様々な

パターンの試算をすることもできます。

　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホー

ムページでご確認いただくか、留萌年金事務所にお

問い合わせください。

◎問い合わせ先

　留萌年金事務所　　☎ 43-7211

ご自身の年金はいつでもどこでも
「ねんきんネット」で確認できます！

林業退職金共済制度（林退共）の
退職金請求について

　留萌振興局では生活や仕事でお困りの方に対して、

委託事業者の相談支援員が相談支援を行っておりま

す。

■対象者

　留萌管内町村にお住いの方で生活や経済的にお困

りの方

■相談例（あくまで一例です）

　仕事：仕事をリストラされて、どうしてよいかわ

　　　　からない。

　健康：病気になって働くことができない。

　生活：家賃を払えず家を追い出されそう。

　　　　借金があって家計のやり繰りに困っている。

◎問い合わせ先

　うぇるサポート

　☎ 56-1662

　メール Wel-ad-takashi@minos.ocn.ne.jp

生活にお困りの方はご相談ください
～生活困窮者自立相談支援事業のお知らせ～


